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終章 総括 
 

 以上、本報告書では、①ドイツにおける産業別労働協約であるところの団体協約が、現在

どの程度、その重要性を維持しているのか、②またその一方で、労働条件規制権限の産業レ

ベルから企業・事業所レベルへの分権化現象が、どの程度進んでいるのかを明らかにするこ

とを目的として、現地ヒアリング調査によって得られた知見をも踏まえて、主に法制度の側

面から概説を行うとともに、可能な限りその実相を捉えるべく、現にドイツにおいて有効に

機能している実際の団体協約をも考察の対象とすることで、検討を行ってきた。最後に、総

括として本報告書での検討結果の要点をまとめつつ、今後の検討課題を提示することで、本

報告書を終えることとしたい。 

 

第一節 本報告書での検討結果 

 本報告書での検討結果の要点をまとめれば、次の通りである。 

 まず、本報告書の目的のうち①との関連でいえば、第一章で指摘した通り、確かに、産業

別労働組合や使用者団体の組織率低下を初めとする多様な要因によって、団体協約の企業横

断的な労働条件規制力は着実に低下してきており、その点では、我が国においても従来から

指摘されてきたドイツ団体協約の動揺（あるいは危機）は、現在でも進行中であることは事

実である。しかし、それでもなお、各産業を平均すれば、旧西ドイツ地域では 6 割弱、旧東

ドイツ地域でも 4 割弱の労働者が労働協約に直接的に拘束されていることに加え、援用条項

によって旧西ドイツ地域で 2 割弱、旧東ドイツ地域でも 2 割強の労働者が労働協約の間接的

な適用を受けることで、団体協約の定める労働条件のもとで就労している。そして、更に非

組合員の一部に対しては、一般的拘束力宣言に基づく労働協約の拡張適用によっても、団体

協約の規範的効力が及んでいることを考慮すれば、団体協約が定める労働条件は、現在でも

ドイツにおける労働者の多数を適用下に置いているのであって、労働関係における規範設定

に当たり、なお重要な地位を占めているものと評価することができる。 

そして、それほどに重要性を維持しているドイツ団体協約が、いかなる労働条件につき、

どのように規範設定を行っているのかを、より具体的に明らかにするため、第二章では、現

地調査より入手した金属産業および小売業における実際の団体協約を邦語に訳出したうえで、

原文に忠実な形で紹介し、協約分析を行った。そこでの検討によれば、金属産業・小売業い

ずれにおいても、団体協約による規範設定は、主要な労働条件のほぼ全てに及んでおり、と

りわけ法律上の規制が存在する領域については、基本的には、手続的規制および実体的規制

の双方向から、法律上の基準を上回る形で、規範設定が行われていることが確認できた。法

律上の基準を下回る形での規範設定も、部分的には存在するが、それはあくまで「協約に開

かれた法規」の制度に基づくものであり、その対象もかなり限定的である。 

 次に、本報告書の目的②との関連では、第一章での検討により、ドイツにおける労働条件
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規制権限の分権化には、2 つの傾向があることが確認できた。一つは、産業別（場合によっ

ては、職業別）労働組合が個別使用者と企業別労働協約を締結することにより、当該企業の

状況に応じて労働条件規制を行うという形での分権化と、団体協約が定めている開放条項を

通じて、事業所パートナー（事業所委員会および使用者）が事業所協定を締結することによ

って、事業所内で労働条件を形成してゆくという形での分権化である。そして、第二章では、

上記の協約分析の過程において、ここで取り上げた金属産業および小売業の各団体協約が、

いかなる労働条件について、どの程度開放条項を置き、事業所委員会に対して労働条件規制

権限を委ねているのかを整理することで、後者の形での分権化の現状を明らかにした。 

それによれば、まず金属産業の団体協約においては、特に労働時間および賃金の領域を中

心として様々な事項について開放条項が置かれることで、事業所パートナーに対し事業所内

での労働条件規制の余地が開かれていることが確認できた。確かに、そこにおいて開放条項

が置かれている事項の多くは、事業所組織法 87 条 1 項が定める共同決定事項に該当する事

項であって、仮に協約の遮断効が及ばない場合には、事業所内での規制が当然に予定されて

いる事項であるけれども、金属産業においては、そのような事項のみならず、週所定労働時

間自体の延長や、賃金引上げに関する困難条項におけるように、協約政策の柱となる重要な

労働条件についても、限定的にではあるが、開放条項が置かれることで、事業所パートナー

による弾力化が図られている点は、特筆すべきである。 

 これに対して、小売業の団体協約においては、労働時間の領域においては幾つかの開放条

項が見られるものの、金属産業と比較すれば、全体的に開放条項の数が極めて少ないことが

確認できた。その理由として、筆者は、小売業の団体協約が定める労働条件水準は、開放条

項による柔軟化を必要とするほど高いものではないこと、および小売業の事業所においては、

事業所委員会が設置されていないがために、事業所協定による分権化の担い手自体が存在し

ない場合があることの 2 つを仮説として提示したが、小売業においてはなお企業別労働協約

の締結による分権化が生じている可能性も残されている。 

 

第二節 今後の検討課題 

 このように、本報告書では、ドイツにおいて団体協約が有する現在的意義、その規範設定

の内容、開放条項による分権化の現状を一定程度明らかにした。但し、これはあくまで金属

産業と小売業の団体協約という限られた検討対象から導かれた成果に過ぎない。本来であれ

ば、より多くの産業分野の団体協約の実際を見てみることが望ましいことは言うまでもない。

特に、適用労働者規模からいえば、他にも建設産業や化学産業、銀行業、公務サービス158に

                                                
158 なお、ドイツにおける公務員は、主として公権力の行使に携わる「官吏（Beamte）」と、私法上の雇用関係

に基づいて雇用され、主として現業業務や事務業務に携わる「公務被用者（Tarifbeschäftigte）」に分かれる

が、公務被用者の労働条件については民間労働者と同様に、労働組合と使用者が交渉し、労働協約を締結す

ることで決定される。かかる交渉は、連邦・市町村（VKA）と労働組合（統一サービス産業労働組合および

ドイツ官吏同盟協約部門〔dbb〕）との間の交渉と、州（TdL）と労働組合（統一サービス産業労働組合およ
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関する団体協約についても、本報告書で行ったのと同様の分析・検討を加える作業が求めら

れているといえよう。 

 従って、本報告書が主たる検討の対象としている団体協約自体についても、未だ多くの課

題が残されているわけであるが、このことを自覚しつつ、今後は研究の視点を産業レベルか

ら各企業・事業所レベルへ移し、本報告書での検討結果を基礎として、労働条件規制権限の

分権化の実態をより具体的に追うこととしたい。この点を敷衍すれば、既に第一章第九節で

述べたように、企業別協約を締結することで労働条件規制を行っている企業を対象として、

同協約の実際を見てみることで、対応する団体協約に比して、どの程度異なる労働条件を定

めているのかを分析すること、および、本稿において取り上げた金属産業および小売業の団

体協約が定めているところの開放条項を受けて、各事業所の事業所パートナーがどのように

事業所協定を通じた労働条件形成を行っているのかを分析する作業が求められているといえ

よう。上記の通り、小売業において開放条項が少ない理由について、筆者は 2 つの仮説を提

示し、小売業においては企業別協約による分権化が行われる可能性を示したが、これらの指

摘が的確であるか、それとも不的確なものであるか、その検証も、結局のところ企業・事業

所レベルの労使関係についての実証的かつ包括的な研究を行うことで、初めて明らかになる

ものと思われる。今後の検討課題としたい。 

                                                                                                                                                      
びマールブルク同盟）との間の交渉に分かれており、労働協約も別々に締結される（前者の協約の紹介およ

びその注釈については、Görg/Guth/Hamer, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst : Basiskommentar 
zum TVöD mit den Überleitungstarifverträgen für Bund(TÜV-Bund) und Gemeinden (TÜV-VKA), 
4.Aufl., 2010、後者の協約の紹介およびその注釈については、Görg/Guth/Hamer, Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst : Basiskommentar zum TV-L mit den Überleitungstarifverträgen TÜV-Länder, 
2.Aufl., 2012）が、これら公務被用者に関する団体協約がいかなる内容で公務被用者の労働条件につき規範

設定を行っているかを明らかにすることは、公務員の自律的労使関係制度の構築が議論されている我が国に

とって、大いに参考となろう。 
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労働協約法（Tarifvertragsgesetz, BGBl. I S. 1323） 

公布：1969 年 8 月 25 日 

最終改正：2006 年 10 月 3 日 

                                       

1 条 労働協約の内容および形式 

（1） 労働協約は、協約当事者の権利と義務を定め、労働関係の内容、締結および終了

ならびに事業所および事業所組織法上の問題を処理する法規範を内容とする。 

（2） 労働協約は書面の形式を要する。 

 

2 条 協約当事者 

（1） 労働協約の当事者は、労働組合、個々の使用者ならびに使用者団体である。 

（2） 労働組合および使用者団体の連合体（全国組織）は、適切な委任がある場合、そ

れに加盟する団体の名において、労働協約を締結することができる。 

（3） 全国組織は、労働協約の締結が規約上の任務に属している場合、自ら労働協約の

当事者となることができる。 

（4） 2 項および 3 項の場合において、全国組織およびそれに加盟する団体は、労働協約

当事者の相互の義務の履行につき、責任を負う。 

 

3 条 協約への拘束（Tarifgebundenheit） 

（1） 協約当事者の構成員および自ら労働協約の当事者である使用者は、協約に拘束さ

れる。 

（2） 事業所および事業所組織法上の問題に関する労働協約の法規範は、協約に拘束さ

れている使用者の全ての事業所に適用される。 

（3） 協約への拘束は、労働協約が終了するまで存続する。 

 

4 条 法規範の効力 

（1） 労働関係の内容、締結および終了を定める労働協約の法規範は、労働協約の適用

範囲にある、協約へ拘束される両当事者間に、直接的かつ強行的に適用される（1

文）。この規定は、事業所および事業所組織法上の問題に関する労働協約の法規範

について、準用される（2 文）。 

（2） 労働協約において、協約当事者に共通の制度（賃金調整金庫、休暇金庫等）が規

定されていている場合には、この規定は、かかる制度の規約および、制度と協約

に拘束される使用者および労働者との関係に対して、直接的かつ強行的に適用さ

れる。 

（3） 異なる定めは、協約によって許容されているか、または、労働者に有利な規制の
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変更を内容とする限りにおいて、許される。 

（4） 発生した協約上の権利の放棄は、協約当事者が同意した和解においてのみ、許さ

れる（1 文）。協約上の権利の失効は、排除される（2 文）。協約上の権利の行使の

除斥期間は、労働協約においてのみ、合意することができる（3 文）。 

（5） 労働協約の期間満了後、その法規範は、別の定めにより代替されるまでは、継続

して適用される。 

 

5 条 一般的拘束力 

（1） 連邦労働社会省は、使用者および労働者の全国組織の代表者各 3 名により構成さ

れる委員会の同意により、協約当事者の申立てに基づいて、以下の場合に、一般

的拘束力の宣言を行うことができる。 

1． 協約に拘束される使用者が、協約の適用範囲にある労働者の 50%を下回らな

い数を雇用していること。 

2． 一般的拘束力宣言が、公共の利益において、必要であると思われること。 

3． 一般的拘束力宣言が、社会的緊急状態の除去に必要であると思われる場合には、

1 号および 2 号の要件は、適用されない。 

（2） 申立てに関する判断に先立って、一般的拘束力宣言に関係する使用者および労働

者、手続きの結果に利害を有する労働組合および使用者団体、ならびにその範囲

に労働協約が拡張される州の最上級労働官庁に対しては、書面による意見表明な

らびに口頭による公開での審議（Verhandlung）における発言の機会が与えられ

なければならない。 

（3） 関係する州の最上級労働官庁が、申し立てられた一般的拘束力宣言に対して、異

議を提起した場合、連邦労働社会省は、連邦政府の同意がある場合にのみ、申立

てを認めることができる。 

（4） 一般的拘束力宣言により、労働協約の法規範は、その適用範囲において、従来協

約に拘束されなかった使用者および労働者に対しても適用される。 

（5） 連邦労働社会省は、公共の利益において必要であると思われる場合、1 項において

規定された委員会の同意により、労働協約の一般的拘束力宣言を廃止することが

できる（1 文）。2 項および 3 項が、準用される（2 文）。その他の点では、労働

協約の一般的拘束力は、その期間満了によって終了する（3 文）。 

（6） 連邦労働社会省は、個々の場合につき、州の最上級労働官庁へ、一般的拘束力宣

言ならびに一般的拘束力宣言の廃止に関する権限を、委ねることができる。 

（7） 一般的拘束力宣言ならびに一般的拘束力宣言の廃止は、公示を要する。 
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6 条 協約登録簿（Tarifregister） 

 連邦労働社会省のもとに、労働協約の締結、変更および廃止ならびに一般的拘束力宣

言の開始および終了を登録するための、協約登録簿を置く。 

 

7 条 送付義務および報告義務 

（1） 協約当事者は、連邦労働社会省に対し、締結後 1 カ月以内に、費用免除を受けて、

全ての労働協約およびその変更の正本または公証を受けた謄本ならびに、これに

加えて謄本 2 部を送付する義務を負う。：協約当事者は、連邦労働社会省に対し、

全ての労働協約の失効を、1 か月以内に報告しなければならない（1 文）。加えて、

協約当事者は、その範囲に労働協約が拡張される州の最上級労働官庁へ、締結か

ら 1 カ月以内に、費用免除を受けて、労働協約およびその変更の謄本を 3 部を送

付し、協約の失効も 1 カ月以内に報告する義務を負う（2 文）。一方の協約当事者

が義務を履行した場合、他方の協約当事者は、かかる義務を免除される（3 文）。 

（2） 故意または過失により 1 項に反して送付義務また報告義務を履行しなかった者、

不正確に行った者、または適時に履行しなかった者は、秩序違反として取り扱う

（1 文）。秩序違反には、罰金が科されうる（2 文）。 

（3） 1 項による義務の履行先である官庁は、秩序違反に関する法の 36 条 1 項 1 号の意

味における行政官庁である。 

 

8 条 労働協約の周知 

 使用者は、その事業所において重要な労働協約を、事業所内の適切な場所に設置する

義務を負う。 

 

9 条 法的効力の確定 

 労働協約による、または労働協約の存在・不存在に関する協約当事者間での法的紛争

において下された労働裁判所の確定力ある判断は、協約に拘束される当事者間、ならび

にこれらと第三者間の法的紛争において、裁判所および仲裁裁判所を拘束する。 

 

10 条 労働協約および協約秩序（Tarifordnung） 

（1） 労働協約の発効に伴い、労働協約の適用範囲またはその一部につき公布された、

1938 年 6 月 25 日の賃金形成に関する規則（Reichsgesetzbl. I S.691）および 1941

年 4 月 23 日の施行令（Reichsgesetzbl. I S.222）に基づく、協約秩序および命令

は、失効する。但し、労働協約によって規制されていない定めは除く。 

（2） 連邦労働社会省は、協約秩序および 1 項に列挙された命令を廃止する。；廃止は、

公示を要する。 
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11 条 施行規定 

 連邦労働社会省は、使用者および労働者の全国組織との協働のもと、とりわけ以下の

点に関して、法の実施に必要な命令（Verordnung）を公布することができる。 

1． 協約登録簿および協約資料保管所の設置および運営 

2． 労働協約の一般的拘束力宣言および労働協約令・命令廃止の際の手続、申立て、一般

的拘束力の宣言および終了、協約秩序および命令の廃止の公示、ならびにそれにより

発生する費用 

3． 5 条において定められた委員会 

 

12 条 全国組織（Spitzenorganisationen） 

 この法律の意味における全国組織とは、‐2 条の規定と対応して‐労働者または使用

者の利益の代表のために連邦領域の労働生活において基本的な意義を有する、労働組合

または使用者団体の連合体をいう（1 文）。かかる連合体に属していない労働組合および

使用者団体が、1 文後段の要件を満たしている場合には、これと同視される（2 文）。 

 

12a 条 労働者類似の者 

（1） この法律の規定は、以下の者に準用される。 

1． 経済的に従属しており、労働者と比較可能な程度に社会的保護の必要性がある者（労

働者類似の者）が、雇用または請負契約に基づき、他者のために職務を行い、義務付

けられた給付を人的に、かつ基本的に労働者との協働無くして履行する場合であって、 

a) 主として個人のために職務を行うか、または 

b) 平均して、その者の稼得活動につき全体として得られる報酬の半分以上が個人に

よって支払われていること。；このことが予見可能でない場合には、算定につき、

労働協約において何ら別段の定めがない限り、その都度直近の 6 カ月を、活動の

期間がこれよりも短期間である場合にはその期間を、基準とする。 

2． 労働者類似の者がそのために職務を行う、1 号において定められた個人、ならびに当

該個人と労働者類似の者との間の、雇用または請負契約に基づく法律関係。 

（2） 労働者類似の者が職務を行う相手方が複数である場合、かかる複数者がコンツェ

ルン（株式会社法 18 条）の形態により統合されているか、または既存の組織共同

体の中に属しているか、単に一時的な労働共同体に属しているのではない場合に

は、個人とみなす。 

（3） 1 項および 2 項は、芸術的、作家的、ジャーナリスティックな給付を行う者、また

は履行、とりわけ技術的な形成にその給付が直接的に作用する者についても 1 項 1

号 b 前段とは異なって、平均で、その者の稼得活動につき全体として得られる報

酬の 3 分の 1 以上が、個人によって支払われている場合には、適用される。 
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（4） 規定は、商法典 84 条の意味における代理商には、適用されない。 

 

12b 条 ベルリン条項（対象を失っている。） 

 

13 条 施行 

（1） この法律はその公布により施行される。 

（2） この法律の施行前に締結されていた労働協約は、この法律に服する。 
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【聴き取り対象者】 

 本報告書は、筆者が本報告書執筆までに国内で入手した文献・資料および 2012 年 9

月 12 日から同月 21 日までの現地調査期間中に行った労働組合、使用者団体、行政機関、

研究機関における各担当者に対するヒアリングおよびその方々から提供していただいた

資料に基づいている。筆者のヒアリング調査に応じて下さった方々は、下記の通りであ

る。ここに記して、深い感謝の意を表する。 

 

連邦労働社会省

Andreas Zen氏

金属連盟（GESAMTMETALL）

Karsten Tacke氏

2012年9月13日（木）

統一サービス産業労働組合（ver.di）

Stephan Teuscher氏

Gabriele Gröschl-Bahr氏

Armin Duttine氏

Jörg Wiedemuth氏

統一サービス産業労働組合（ver.di）

Frank Siebens氏

Detlef Raabe氏

ベルリン交通（Berliner Verkehrsbetriebe）

Uwe Schul氏

ドイツ労働総同盟（DGB）

Johannes Jakob氏

経済社会研究所（WSI）

Reinhard Bispinck 氏

Martin Behrens氏

2012年9月18日（火）
金属産業労働組合（IG Metall）本部

Thomas Klebe氏

金属産業労働組合（IG Metall）本部

Kay Ohl氏

金属産業労働組合シュトゥットガルト地区本部

Martin Röll氏　その他、事業所委員会委員2名

2012年9月20日（木）
オぺル（OPEL）

Bernd Liebe氏　　その他、男性研究員1名

ヘッセン州金属産業使用者団体（HESSENMATALL）

Helmut Rau氏

Peter Hampel氏

金属産業労働組合（IG Metall）本部

Jochen Homburg氏

Reiner Peters-Ackermann氏

2012年9月12日（水）

2012年9月14日（金）

2012年9月17日（月）

2012年9月19日（水）

2012年9月21日（金）

 
 

【聴き取り者】 

 毛塚勝利（中央大学法学部教授）、山本陽大（労働政策研究・研修機構研究員） 
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